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議 案 番 号 議 案 名 頁

議案第　１　号
専決処分につき承認を求めることについて
（訴えの提起について）

１～３

議案第　２　号 平成２２年度生駒市一般会計予算 別 冊

議案第　３　号 平成２２年度生駒市公共施設整備基金特別会計予算 別 冊

議案第　４　号 平成２２年度生駒市生駒駅前市街地再開発事業特別会計予算 別 冊

議案第　５　号 平成２２年度生駒市介護保険特別会計予算 別 冊

議案第　６　号 平成２２年度生駒市国民健康保険特別会計予算 別 冊

議案第　７　号 平成２２年度生駒市老人保健特別会計予算 別 冊

議案第　８　号 平成２２年度生駒市後期高齢者医療特別会計予算 別 冊

議案第　９　号 平成２２年度生駒市下水道事業特別会計予算 別 冊

議案第　10　号 平成２２年度生駒市自動車駐車場事業特別会計予算 別 冊

議案第　11　号 平成２２年度生駒市水道事業会計予算 別 冊

議案第　12　号 平成２１年度生駒市一般会計補正予算(第８回) ４～16

議案第　13　号 平成２１年度生駒市介護保険特別会計補正予算(第２回) 17～21

議案第　14　号 平成２１年度生駒市国民健康保険特別会計補正予算(第２回) 22～25

議案第　15　号 平成２１年度生駒市下水道事業特別会計補正予算(第３回) 26～27

議案第　16　号 生駒市行政組織条例の一部を改正する条例の制定について 28

議案第　17　号
生駒市職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例
の制定について

29～31

議案第　18　号
生駒市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例及び生駒市教育
委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部
を改正する条例の制定について

32～33

議案第　19　号
生駒市の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制
定について

34～35

議案第　20　号 生駒市土地開発基金条例を廃止する条例の制定について 36

議案第　21　号 生駒市国民健康保険税条例等の一部を改正する条例の制定について 37～43

議案第　22　号
生駒市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定につ
いて

44

議案第　23　号 生駒市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について 45～46

諮問第　１　号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 47
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議案第 １ 号 

 

   専決処分につき承認を求めることについて 

 

 訴えを提起することについては、市議会を招集する時間的余裕がなかったた

め、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、平

成２２年２月８日別紙のとおり処分したから、同条第３項の規定により、これを

報告し、承認を求める。 

 

  平成２２年３月９日提出 

                       生駒市長 山 下  真   
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専第 １ 号 

 

専  決  処  分  書 

 

   訴えの提起について 

 

 下記のとおり返還請求の訴えを提起するため、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第１７９条第１項の規定により、専決処分する。 

記 

１ 訴えの相手方の住所及び氏名 

   ●●●●●●●●●●●●●●●●● 

    ● ● ●●● 

２ 請求の要旨 

  訴えの相手方は、実際には●●●で経済力ある男性と内縁関係で一緒に居住

しており、前夫からの養育費や南都育英会奨学金、娘のアルバイト収入がある

のに、生駒市福祉事務所の生活保護担当者に、母子家庭であり、生駒市内で母

子共に居住しており無収入であると虚偽の申告を行った。 

またこれらの事実を隠蔽するため、賃貸借契約書を偽造し、わずかな期間の

収入申告も娘のアルバイト収入の給与明細書を偽造して当福祉事務所に提出し

た。 

こういった手段により、平成１７年１０月１日から平成２１年１２月３１日

までに生活保護費９，９３１，３５８円を詐取したものである。 

内容証明郵便で返還を求めたが、応じないため訴えを提起する。 

３ 訴訟遂行の方針 

 (1) 弁護士を訴訟代理人と定める。 
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 (2) 第１審判決の結果、必要があるときは上訴する。 

 (3) 訴訟の進行に応じて、必要があるときは適当と認める条件で和解するこ

とができる。 

 

  平成２２年２月８日 

                       生駒市長 山 下  真   
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議案第 12 号 

 

平成２１年度生駒市一般会計補正予算（第８回） 

 

平成２１年度生駒市の一般会計の補正予算（第８回）は、次に定めるところに

よる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４６４，９３６千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３２，３９６，２９４千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 （繰越明許費の補正） 

第２条 繰越明許費の追加は、「第２表繰越明許費補正」による。 

 （地方債の補正） 

第３条 地方債の追加及び変更は、「第３表地方債補正」による。 

 

平成２２年３月９日提出 

                       生駒市長 山 下  真 
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第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入
［単位　千円］

款 項 補正前の額 補  正  額     計    

13 使用料及び手数料       592,239        10,682       602,921

 1 使用料       484,076        10,682       494,758

14 国庫支出金     3,022,386       252,453     3,274,839

 2 国庫補助金     1,082,255       252,453     1,334,708

18 繰入金     1,312,450        46,800     1,359,250

 1 基金繰入金     1,312,450        46,800     1,359,250

20 諸収入       730,217        50,001       780,218

 4 雑入       691,955        50,001       741,956

21 市債     2,342,300       105,000     2,447,300

 1 市債     2,342,300       105,000     2,447,300

歳     入     合     計    31,931,358       464,936    32,396,294
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歳 出
［単位　千円］

款 項 補正前の額 補  正  額     計    

 2 総務費     4,065,596        83,059     4,148,655

 1 総務管理費     3,246,974        83,059     3,330,033

 3 民生費     9,368,728           127     9,368,855

 1 社会福祉費     4,019,945       -47,500     3,972,445

 2 児童福祉費     3,507,020        47,627     3,554,647

 4 衛生費     3,594,980         6,000     3,600,980

 2 清掃費     2,385,356         6,000     2,391,356

 6 土木費     3,924,093        58,250     3,982,343

 2 道路橋梁及び河川費       811,252        48,150       859,402

 3 都市計画費     1,958,682        10,100     1,968,782

 7 消防費     1,427,632        14,000     1,441,632

 1 消防費     1,427,632        14,000     1,441,632

 8 教育費     4,843,424       303,500     5,146,924

 2 小学校費       588,054        35,500       623,554

 3 中学校費       347,267       236,500       583,767

 4 幼稚園費       762,905        15,800       778,705

 5 社会教育費     1,208,565         2,700     1,211,265

 6 保健体育費     1,699,630        13,000     1,712,630

歳     出     合     計    31,931,358       464,936    32,396,294
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追加 [単位　千円]

道 路 橋 梁
及 び 河 川 費

谷 田 大 路 線 街 路 整 備 事 業 ４８，１６３

道 路 橋 梁 維 持 補 修 事 業 ９０，１５０

５，８９０ご み 減 量 化 対 策 事 業

清 掃 セ ン タ ー 管 理 事 業

１４，０００

教 育 費

消 防 費 消 防 費

幼 稚 園 費 幼 稚 園 施 設 整 備 事 業 １５，８００

６０，１７５小 学 校 施 設 整 備 事 業

２３６，５００中 学 校 施 設 整 備 事 業

学 童 保 育 施 設 整 備 事 業 ３，４９０

６，０００

バ リ ア フ リ ー 歩 道 整 備 事 業

金　　額事　業　名

１０，２２７

電 算 管 理 事 業 １５，０００

１６，３３４

防 災 事 業

子 ど も 手 当 支 給 事 業

２９，２１９

第　２　表　繰　越　明　許　費　補　正

款

市 立 保 育 所 施 設 整 備 事 業 ５３，４５８

１，３８９

児 童 福 祉 費

総 務 費

項

交 通 安 全 対 策 事 業
総 務 管 理 費

ふ れ あ い セ ン タ ー 管 理 事 業

３１，０００

北 田 原 南 北 線 改 良 事 業 ４２，０００

３，１００

大 渕 鹿 畑 線 街 路 事 業

道 路 新 設 改 良 事 業 ４８，９７１

７，０００

文 書 管 理 事 業 １，１５０

介 護 保 険 円 滑 導 入 事 業

土 木 費 河 川 水 路 改 修 事 業 ３，０００

民 生 費

社 会 福 祉 費

衛 生 費 清 掃 費

小 学 校 費

中 学 校 費

都 市 計 画 費
３４，０００

生 駒 山 麓 公 園 整 備 事 業

消 防 施 設 整 備 事 業
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[単位　千円]

事　業　名 金　　額

教 育 費

社 会 教 育 費

款 項

文 化 財 保 護 事 業

５，０８８

２，９５０

保 健 体 育 費
体 育 施 設 整 備 事 業

学 校 給 食 セ ン タ ー 整 備 事 業 ４，０００

９，０００

コミュニティセンター管理事業 ２，７００

中 央 公 民 館 管 理 事 業
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１　追加 ［単位　千円］

２　変更 ［単位　千円］

利  率 限 度 額
起債の
方 法

利  率 償還の方法

公園整備
事 業

5.0％以内
(ただし､利
率見直し方
式で借り入
れる場合に
ついて、利
率の見直し
を行った後
において
は、当該見
直し後の利
率）

50,400

証書借入

又　　は

証券発行

5.0％以内
(ただし､利
率見直し方
式で借り入
れる場合に
ついて、利
率の見直し
を行った後
において
は、当該見
直し後の利
率）

　政府資金
については
その融資条
件により、
銀行その他
の場合には
その債権者
と協定する
ものとす
る。ただ
し、市財政
の都合によ
り据置期間
及び償還期
限を短縮
し、若しく
は繰上償還
又は低利に
借換えるこ
とができ
る。

36,900

証書借入

又　　は

証券発行

　政府資金
については
その融資条
件により、
銀行その他
の場合には
その債権者
と協定する
ものとす
る。ただ
し、市財政
の都合によ
り据置期間
及び償還期
限を短縮
し、若しく
は繰上償還
又は低利に
借換えるこ
とができ
る。

第 ３ 表　地　方　債　補　正

起 債 の
目 的

補      正      後補      正      前

償還の方法限 度 額
起 債 の
方 法

償　還　の　方　法

学校教育施設
整 備 事 業

91,500
証書借入
又　　は
証券発行

5.0％以内(ただし､利率
見直し方式で借り入れ
る場合について、利率
の見直しを行った後に
おいては、当該見直し
後の利率）

　政府資金についてはその融資条
件により、銀行その他の場合には
その債権者と協定するものとす
る。ただし、市財政の都合により
据置期間及び償還期限を短縮し、
若しくは繰上償還又は低利に借換
えることができる。

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利　　　　率
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議案第 13 号 

 

平成２１年度生駒市介護保険特別会計補正予算（第２回） 

 

平成２１年度生駒市の介護保険特別会計の補正予算（第２回）は、次に定める

ところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２８６，９３７千円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５，７５５，２０２千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 

平成２２年３月９日提出 

                       生駒市長 山 下  真 

 

-17-



-18-



-19-



-20-



-21-



議案第 14 号 

 

平成２１年度生駒市国民健康保険特別会計補正予算（第２回） 

 

平成２１年度生駒市の国民健康保険特別会計の補正予算（第２回）は、次に定

めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ８００，０００千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１０，４１０，３６２千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 

平成２２年３月９日提出 

                       生駒市長 山 下  真 
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議案第 15 号 

 

平成２１年度生駒市下水道事業特別会計補正予算（第３回） 

 

平成２１年度生駒市の下水道事業特別会計の補正予算（第３回）は、次に定め

るところによる。 

 （繰越明許費の補正） 

第１条 繰越明許費の追加及び変更は、「第１表繰越明許費補正」による。 

 

平成２２年３月９日提出 

                       生駒市長 山 下  真 
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１　追加 [単位　千円]

２　変更 [単位　千円]

下 水 道 費 下 水 道 費
公 共 下 水 道
管渠整備事業

３６０，０００
公 共 下 水 道
管渠整備事業

２８０，０００

浄 化 セ ン タ ー 施 設 整 備 事 業

款 項
補　正　前 補　正　後

事　業　名 金　額 事　業　名 金　額

第　１　表　繰　越　明　許　費　補　正

款 項

浄 化 セ ン タ ー 管 理 事 業 ３６３
下 水 道 費 下 水 道 費

３３，８６９

金　　額事　業　名
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議案第 16 号 

 

生駒市行政組織条例の一部を改正する条例の制定について 

 

上記の議案を提出する。 

 

平成２２年３月９日 

                       生駒市長 山 下  真 

 

生駒市行政組織条例の一部を改正する条例 

生駒市行政組織条例（平成２年３月生駒市条例第１号）の一部を次のように改

正する。 

第１条中「都市整備部」を「まちづくり推進部」に改め、「開発部」を削る。 

第２条都市整備部の項中第４号を第５号とし、第３号を第４号とし、第２号の

次に次の１号を加える。 

  (3) 緑化及び景観に関すること。 

 第２条都市整備部の項に次の２号を加え、同項を同条まちづくり推進部の項と

し、同条開発部の項を削る。 

  (6) 関西文化学術研究都市建設の推進に関すること。 

  (7) 市街地再開発事業に関すること。 

附 則 

 この条例は、平成２２年４月１日から施行する。 
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議案第 17 号 

 

生駒市職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条 

例の制定について 

 

上記の議案を提出する。 

 

平成２２年３月９日 

                       生駒市長 山 下  真 

 

生駒市職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例 

（生駒市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正） 

第１条 生駒市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成７年３月生駒市条例

第３号）の一部を次のように改正する。 

  第７条の次に次の１条を加える。 

（時間外勤務代休時間） 

第７条の２ 任命権者は、生駒市の一般職の職員の給与に関する条例（昭和３

２年７月生駒市条例第２３号）第１０条第４項の規定により時間外勤務手当

を支給すべき職員に対して、規則で定めるところにより、当該時間外勤務手

当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間（以下「時間外勤務代休

時間」という｡)として、規則で定める期間内にある第３条第２項、第４条又

は第５条の規定により勤務時間が割り振られた日（第１０条第１項において

「勤務日等」という｡)のうち同項に規定する休日及び代休日を除いた日に割

り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。 

２ 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤
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務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時

間においても勤務することを要しない。 

第１０条第１項中「第３条第２項、第４条又は第５条の規定により勤務時間

が割り振られた日（以下この項において「勤務日等」という｡)」を「勤務日等

」に、「（休日」を「（第７条の２第１項の規定により時間外勤務代休時間が

指定された勤務日等及び休日」に改める。 

第１５条第３項中「（昭和３２年７月生駒市条例第２３号）」を削る。 

（職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部改正） 

第２条 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例（昭和４１年９

月生駒市条例第２７号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第２号中「休日及び」を「時間外勤務代休時間、休日及び」に改め、

「並びに年次有給休暇並びに休職の期間」を削り、同条第３号を同条第４号と

し、同条第２号の次に次の１号を加える。 

(3) 年次有給休暇及び休職の期間 

（生駒市の一般職の職員の給与に関する条例の一部改正） 

第３条 生駒市の一般職の職員の給与に関する条例（昭和３２年７月生駒市条例

第２３号）の一部を次のように改正する。 

  第９条中「ときは」の次に「、勤務時間等条例第７条の２第１項に規定する

時間外勤務代休時間」を加える。 

  第１０条に次の３項を加える。 

 ４ 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超え

てした勤務（勤務時間等条例第３条第１項、第４条及び第５条の規定による

週休日における勤務のうち市長が規則で定めるものを除く｡)の時間が１月に

ついて６０時間を超えた職員には、その６０時間を超えて勤務した全時間に

対して、第１項（前項の規定により読み替えて適用する場合を含む｡)の規定
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にかかわらず、勤務１時間につき、第１３条に規定する勤務１時間当たりの

給与額に１００分の１５０（その勤務が午後１０時から翌日の午前５時まで

の間である場合は、１００分の１７５）を乗じて得た額を時間外勤務手当と

して支給する。 

５ 勤務時間等条例第７条の２第１項に規定する時間外勤務代休時間を指定さ

れた場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったとき

は、前項に規定する６０時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務

代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、

当該時間１時間につき、第１３条に規定する勤務１時間当たりの給与額に１

００分の１５０（その時間が午後１０時から翌日の午前５時までの間である

場合は、１００分の１７５）から第１項に規定する市長が規則で定める割合

（その時間が午後１０時から翌日の午前５時までの間である場合は、その割

合に１００分の２５を加算した割合）を減じた割合を乗じて得た額の時間外

勤務手当を支給することを要しない。 

６ 第３項に規定する７時間４５分に達するまでの間の勤務に係る時間につい

て前２項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適

用については、同項中「第１項に規定する市長が規則で定める割合」とある

のは、「１００分の１００」とする。 

附 則 

 この条例は、平成２２年４月１日から施行する。 
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議案第 18 号 

 

生駒市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例及び生駒市教 

育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の 

一部を改正する条例の制定について 

 

上記の議案を提出する。 

 

平成２２年３月９日 

                       生駒市長 山 下  真 

 

   生駒市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例及び生駒市教育委員

会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正す

る条例 

（生駒市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部改正） 

第１条 生駒市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例（昭和３１年１１

月生駒市条例第１１号）の一部を次のように改正する。 

附則第９項中「１００分の０．３」を「１００分の５」に改め、同項に次の

ただし書を加える。 

ただし、地域手当、期末手当及び退職手当の額の算出の基礎となる給料月

額は、同表に規定する額とする。 

（生駒市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の

一部改正） 

第２条 生駒市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条

例（昭和３５年９月生駒市条例第１７号）の一部を次のように改正する。 

-32-



附則第７項中「１００分の０．３」を「１００分の５」に改め、同項に次の

ただし書を加える。 

ただし、地域手当、期末手当及び退職手当の額の算出の基礎となる給料月

額は、同項に規定する額とする。 

附 則 

この条例は、平成２２年４月１日から施行する。 
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議案第 19 号 

 

生駒市の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の 

制定について 

 

上記の議案を提出する。 

 

平成２２年３月９日 

                       生駒市長 山 下  真 

 

   生駒市の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

生駒市の一般職の職員の給与に関する条例（昭和３２年７月生駒市条例第２３

号）の一部を次のように改正する。 

附則に次の１項を加える。 

 （給料の月額の特例） 

19 平成２２年４月１日から平成２５年３月３１日までの間、給料表の適用を受

ける職員（再任用短時間勤務職員及び任期付育児短時間勤務職員を除く｡)の給

料の月額（地域手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手

当、勤勉手当、特殊勤務手当及び退職手当の額の算出の基礎となるものを除

く｡)は、第３条並びに第４条第１項、第２項、第４項及び第９項並びに生駒市

の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（平成１８年３月生

駒市条例第３号）附則第７項から第９項までの規定にかかわらず、これらの規

定により定められる額から、その額に１００分の１（職務の級が６級以上であ

る職員にあっては、１００分の２）を乗じて得た額（その額に１円未満の端数

を生じたときは、これを切り捨てた額）を減じた額とする。 
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附 則 

この条例は、平成２２年４月１日から施行する。 
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議案第 20 号 

 

生駒市土地開発基金条例を廃止する条例の制定について 

 

上記の議案を提出する。 

 

平成２２年３月９日 

                       生駒市長 山 下  真 

 

生駒市土地開発基金条例を廃止する条例 

生駒市土地開発基金条例（昭和４４年１０月生駒市条例第１３号）は、廃止す

る。 

附 則 

 この条例は、平成２２年４月１日から施行する。 
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議案第 21 号 

 

生駒市国民健康保険税条例等の一部を改正する条例の制定について 

 

上記の議案を提出する。 

 

平成２２年３月９日 

                       生駒市長 山 下  真 

 

生駒市国民健康保険税条例等の一部を改正する条例 

（生駒市国民健康保険税条例の一部改正） 

第１条 生駒市国民健康保険税条例（平成１２年３月生駒市条例第７号）の一部

を次のように改正する。 

第２条第２項中「４７万円を」を「地方税法（昭和２５年法律第２２６号。

以下「法」という｡)第７０３条の４第１２項の政令で定める金額を」に、「、

４７万円」を「、当該政令で定める金額」に改め、同条第３項中「１２万円を

」を「法第７０３条の４第２１項の政令で定める金額を」に、「、１２万円」

を「、当該政令で定める金額」に改め、同条第４項中「９万円」を「１０万円

」に改める。 

第３条第１項中「地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「法」とい

う｡)」を「法」に、「１００分の５．５」を「１００分の７．２」に改める。 

第４条中「２２，８００円」を「２７，６００円」に改める。 

第５条第１号中「第１５条」を「第２３条」に、「２５，２００円」を「３

０，０００円」に改め、同条第２号中「１２，６００円」を「１５，０００円

」に改める。 
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第６条中「１００分の２．５」を「１００分の２」に改める。 

第７条中「３，６００円」を「８，４００円」に改める。 

第８条第１号中「４，８００円」を「９，６００円」に改め、同条第２号中

「２，４００円」を「４，８００円」に改める。 

第１９条を第２７条とし、第１６条から第１８条までを８条ずつ繰り下げ

る。 

第１５条中「４７万円を」を「法第７０３条の４第１２項の政令で定める金

額を」に、「、４７万円」を「、当該政令で定める金額」に、「同条第３項本

文」を「第２条第３項本文」に、「１２万円を」を「法第７０３条の４第２１

項の政令で定める金額を」に、「、１２万円」を「、当該政令で定める金額」

に、「同条第４項本文」を「第２条第４項本文」に、「９万円」を「１０万円

」に改め、同条第１号ア中「１５，９６０円」を「１９，３２０円」に改め、

同号イ中「１７，６４０円」を「２１，０００円」に、「８，８２０円」を「

１０，５００円」に改め、同号ウ中「２，５２０円」を「５，８８０円」に改

め、同号エ中「３，３６０円」を「６，７２０円」に、「１，６８０円」を「

３，３６０円」に改め、同条第２号ア中「１１，４００円」を「１３，８００

円」に改め、同号イ中「１２，６００円」を「１５，０００円」に、「６，３

００円」を「７，５００円」に改め、同号ウ中「１，８００円」を「４，２０

０円」に改め、同号エ中「２，４００円」を「４，８００円」に、「１，２０

０円」を「２，４００円」に改め、同条第３号ア中「４，５６０円」を「５，

５２０円」に改め、同号イ中「５，０４０円」を「６，０００円」に、「２，

５２０円」を「３，０００円」に改め、同号ウ中「７２０円」を「１，６８０

円」に改め、同号エ中「９６０円」を「１，９２０円」に、「４８０円」を「

９６０円」に改め、同条を第２３条とする。 

第１４条第１項中「次条」を「第２３条」に改め、同条を第１５条とし、同
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条の次に次の７条を加える。 

（特別徴収） 

第１６条 当該年度の初日において、国民健康保険税の納税義務者が老齢等年

金給付（地方税法施行令（昭和２５年政令第２４５号）第５６条の８９の２

第１項及び第２項に規定する老齢等年金給付をいう。以下同じ｡)の支払を受

けている年齢６５歳以上の国民健康保険の被保険者である世帯主（災害その

他の特別の事情があることにより、特別徴収の方法によって国民健康保険税

を徴収することが著しく困難であると認めるものその他同条に規定するもの

を除く。以下「特別徴収対象被保険者」という｡)である場合においては、当

該世帯主に対して課する国民健康保険税を特別徴収の方法によって徴収す

る。 

２ 当該年度の初日の属する年の４月２日から８月１日までの間に、国民健康

保険税の納税義務者が特別徴収対象被保険者となった場合においては、当該

特別徴収対象被保険者に対して課する国民健康保険税を、特別徴収の方法に

よって徴収することができる。 

（特別徴収義務者の指定等） 

第１７条 前条の規定による特別徴収に係る国民健康保険税の特別徴収義務者

は、当該特別徴収対象被保険者に係る老齢等年金給付の支払をする者（以下

「年金保険者」という｡)とする。 

（特別徴収税額の納入の義務等） 

第１８条 年金保険者は、支払回数割保険税額を徴収した日の属する月の翌月

の１０日までに、その徴収した支払回数割保険税額を納入しなければならな

い。 

（被保険者資格喪失等の場合の通知等） 

第１９条 年金保険者が市長から法第７１８条の５第１項の規定による通知を
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受けた場合においては、当該通知を受けた日以降、支払回数割保険税額を徴

収して納入する義務を負わない。この場合において、年金保険者は、直ちに

当該通知に係る特別徴収対象被保険者に係る国民健康保険税徴収の実績その

他必要な事項を当該通知をした市長に通知しなければならない。 

（既に特別徴収対象被保険者であった者に係る仮徴収） 

第２０条 当該年度の初日の属する年の前年の１０月１日からその翌年の３月

３１日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際、支払回数割保険

税額を徴収されていた特別徴収対象被保険者について、当該支払回数割保険

税額の徴収に係る特別徴収対象年金給付が当該年度の初日からその日の属す

る年の９月３０日までの間において支払われる場合においては、その支払に

係る国民健康保険税額として、地方税法施行規則（昭和２９年総理府令第２

３号）第２４条の３７第１項に規定する額を、特別徴収の方法によって徴収

する。 

２ 前項に規定する特別徴収対象被保険者について、当該年度の初日の属する

年の６月１日から９月３０日までの間において、支払回数割保険税額に相当

する額を徴収することが適当でない特別な事情がある場合においては、同項

の規定にかかわらず、それぞれの支払に係る国民健康保険税額として、所得

の状況その他の事情を勘案して市長が定める額を、特別徴収の方法によって

徴収することができる。 

（新たに特別徴収対象被保険者となった者に係る仮徴収） 

第２１条 次の各号に掲げる者について、それぞれ当該各号に定める期間にお

いて特別徴収対象年金給付が支払われる場合においては、その支払に係る国

民健康保険税額として、法第７１８条の８第２項に規定する支払回数割保険

税額の見込額（当該額によることが適当でないと認められる特別な事情があ

る場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市長が定める額とす
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る｡)を、特別徴収の方法によって徴収するものとする。 

(1) 第１６条第２項に規定する特別徴収対象被保険者の国民健康保険税に

ついて同項の規定による特別徴収の方法によって徴収が行われなかった場

合の当該特別徴収対象被保険者又は当該年度の初日の属する年の前年の８

月２日から１０月１日までの間に特別徴収対象被保険者となった者 当該

年度の初日から９月３０日までの間 

(2) 当該年度の初日の属する年の前年の１０月２日から１２月１日までの

間に特別徴収対象被保険者となった者 当該年度の初日の属する年の６月

１日から９月３０日までの間 

(3) 当該年度の初日の属する年の前年の１２月２日からその翌年の２月１

日までの間に特別徴収対象被保険者となった者 当該年度の初日の属する

年の８月１日から９月３０日までの間 

（普通徴収税額への繰入） 

第２２条 特別徴収対象被保険者が特別徴収対象年金給付の支払を受けなくな

ったこと等により国民健康保険税を特別徴収の方法によって徴収されないこ

ととなった場合においては、特別徴収の方法によって徴収されないこととな

った額に相当する国民健康保険税額を、その特別徴収の方法によって徴収さ

れないこととなった日以後において到来する第１４条第１項の納期がある場

合においてはそれぞれの納期において、その日以後に到来する同項の納期が

ない場合においては直ちに、普通徴収の方法によって徴収するものとする。 

２ 特別徴収対象被保険者について、既に年金保険者から納入された特別徴収

対象保険税額が当該特別徴収対象被保険者から徴収すべき特別徴収対象保険

税額を超える場合（徴収すべき特別徴収対象保険税額がない場合を含む｡)に

おいて当該特別徴収対象被保険者の未納に係る徴収金があるときは、当該過

納又は誤納に係る税額は、法第１７条の２の規定によって当該特別徴収対象
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被保険者の未納に係る徴収金に充当する。 

第１３条第１項中「国民健康保険税」を「普通徴収の方法によって徴収する

国民健康保険税」に改め、同条を第１４条とし、第１２条の次に次の１条を加

える。 

（徴収の方法） 

第１３条 国民健康保険税は、第１６条、第２０条及び第２１条の規定によっ

て特別徴収の方法による場合を除くほか、普通徴収の方法によって徴収す

る。 

附則第３項から第５項まで、第７項、第１１項及び第１３項から第１５項ま

での規定中「第１５条」を「第２３条」に改める。 

（生駒市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 生駒市国民健康保険税条例の一部を改正する条例（平成２０年３月生駒

市条例第４号）の一部を次のように改正する。 

附則第３項の表の平成２２年度の項を削る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２２年４月１日から施行する。ただし、第２条の規定は、

公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 附則第４項に定めるものを除き、第１条の規定による改正後の生駒市国民健

康保険税条例（以下「新条例」という｡)の規定は、平成２２年度以後の年度分

の国民健康保険税について適用し、平成２１年度分までの国民健康保険税につ

いては、なお従前の例による。 

３ 新条例第１６条の規定にかかわらず、この条例の施行の日から平成２２年９

月３０日までの間においては、普通徴収の方法によって国民健康保険税を徴収

-42-



するものとする。 

４ 新条例第２１条の規定は、平成２３年度以後の年度分の国民健康保険税につ

いて適用する。 
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議案第 22 号 

 

生駒市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定に 

ついて 

 

上記の議案を提出する。 

 

平成２２年３月９日 

                       生駒市長 山 下  真 

 

   生駒市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 

 生駒市消防団員等公務災害補償条例（昭和４１年７月生駒市条例第２５号）の

一部を次のように改正する。 

 第２条中「第３５条の７第１項」を「第３５条の１０第１項」に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第 23 号 

 

生駒市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について 

 

上記の議案を提出する。 

 

平成２２年３月９日 

                       生駒市長 山 下  真 

 

生駒市火災予防条例の一部を改正する条例 

生駒市火災予防条例（昭和３７年３月生駒市条例第７号）の一部を次のように

改正する。 

第３７条の２を第３７条の３とし、第３７条の次に次の１条を加える。 

（個室型店舗の避難管理） 

第３７条の２ 個室型店舗（カラオケボックス、個室ビデオ店、インターネット

カフェ、漫画喫茶、テレフォンクラブその他これらに類するものをいう｡)の遊

興の用に供する個室（これに類する施設を含む｡)に設ける外開き戸のうち、避

難通路に面するものは、開放した場合において自動的に閉鎖するものとし、避

難上有効に管理しなければならない。ただし、避難の際にその開放により当該

避難通路において避難上支障がないと認められるものにあっては、この限りで

ない。 

 第４２条中「第３７条の２」を「第３７条の３」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２２年４月１日から施行する。 
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 （経過措置） 

２ この条例の施行の際現に存する改正後の生駒市火災予防条例第３７条の２に

規定する個室型店舗（現に新築、増築、改築、移転、修繕又は模様替えの工事

中のものを含む｡)のうち、同条の規定に適合しないものに係る個室（これに類

する施設を含む｡)に設ける避難通路に面する戸の基準については、同条の規定

は、平成２３年３月３１日までの間は、適用しない。 
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諮問第 １ 号 

 

人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

 

人権擁護委員の候補者に下記の者を推薦したいから、人権擁護委員法（昭和２

４年法律第１３９号）第６条第３項の規定により、議会の意見を求める。 

記 

住  所  生駒市俵口町●●●●●● 

氏  名  上 田 光 男 

生年月日  昭和●●年●月●日 

 

住  所  生駒市鹿ノ台北３丁目●●●●● 

氏  名  國 田 洋 子 

生年月日  昭和●●年●月●●日 

 

住  所  生駒市上町●●●●● 

氏  名  中 谷 章 子 

生年月日  昭和●●年●月●日 

 

住  所  生駒市元町２丁目●●●●● 

氏  名  辻 村 万里子 

生年月日  昭和●●年●月●●日 

 

平成２２年３月９日提出 

生駒市長  山 下  真   
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